
都市公園課（直通　045-210-6221）局名 県土整備局 所属名 （単位　千円）

１　事業の概要
　　県と指定管理者の協定に基づき、県立都市公園である塚山公園ほか23公園及び一体的な管理運営を行っている秦野戸川公園・山岳ス
　ポーツセンター並びに相模湖公園・相模湖漕艇場についての管理業務を指定管理者が行う。
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　事業概要等
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